
あふれた水で濁流と 化し た道路（ 魚津市本江新地区）

海から 見た富山県鳥瞰図 河川縦断概略図

県内の河川

県外・ 外国の河川

坪野川（ 富山市婦中町速星地区）

平成2 6 年7 月

平成2 0 年7 月

平常時

　 　 　 　 　 北國新聞 撮影

　 平成2 6 年7 月2 0 日（ 1： 1 0 頃）

　 　 　 　 　 北國新聞 撮影

　 平成2 6 年7 月2 0 日（ 1： 1 0 頃）

　 坪野川は、 富山市婦中町の市街地を流れ、 神通川支川の宮島川に合流す

る 延長約2 .3 k m の一級河川です。 坪野川沿川では、 住宅や商業施設等の

開発が進んでおり 、 局地的な集中豪雨によ り 、 平成1 6 年７ 月、 平成2 0 年

７ 月に浸水被害が発生し まし た。

　 こ のため、 ボト ルネッ ク と なっ ていたJR高山本線横断部を 含む宮島川

合流点から 2 0 0 m 区間の整備に平成2 5 年に着手し 、 令和4 年に完成し まし

た。 引き 続き その上流の河道の拡幅を進めており 、 浸水被害の早期解消を

図る こ と と し ています。

　 鴨川は、 魚津市の市街地を 流れ、 富山湾に注ぐ 延長約3 .9 k m の二級河

川です。 本川は川幅が狭く 、 流下能力が小さ いため、 こ れまで浸水被害が

繰り 返し 発生し ています。 　

　 近年では、 平成2 6 年７ 月1 9 日～2 0 日の豪雨において、 魚津観測所（ 魚

津市六郎丸） で時間雨量8 3 m m 、 降り 始めから の総降水量2 8 0 .5 m m と い

う 史上最多の猛烈な雨を 観測し 、 床上浸水４ 戸、 床下浸水1 1 戸の被害が

発生し まし た。

　 沿川には住宅等が密集し ており 、 現川改修が困難であるこ と から 、 魚津

市相木地先から 富山湾へ直接洪水を 流す放水路を 、 市街地の道路下に整備

する こ と と し 、 平成1 3 年度に事業着手し まし た。

　 振動や騒音の抑制や安全な道路交通の確保に努めながら 、 放水路の整備

を進め、 浸水被害の早期解消を 図る こ と と し ています。

3 0 0 0 m級の北アルプスから 一気に

富山湾に流れこ む
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■坪野川（ 富山市）

■鴨川（ 魚津市）

　 一級河川は、黒部川、常願寺川、神通川、庄川、小矢部川の5 水系2 1 6 河川から なり 、その延長は1 ,1 7 1 km です。また二級河川は、

片貝川、 早月川など、 3 0 水系1 0 2 河川から なり 、 その延長は4 7 8 km です。

河川の概要1

　 富山県の河川は急流河川のため、 洪水によ る堤防の決壊や護岸の損傷、 氾濫などの水害が毎年発生し ています。

　 こ のため、 各河川で堤防の強化、 川幅の拡幅、 放水路の整備などを 計画的に進める と と も に、 イ ン タ ーネッ ト によ る 水位情報

の提供など、 ソ フ ト 施策の充実を 図り 、 安全で安心な川づく り を進めています。

安全で安心な川づく り2

と や ま の 土 木

治水対策の推進1

　 富山県には多く の河川が流れており 、県民の生活や産業に「 恵み」 を も たら し てく れます。し かし 、ひと たび氾濫する と「 脅威」

と なり 、 幾度と なく 大き な災害を 引き 起こ し てき まし た。 河川が有する 二面性を ふまえ、 水を 治め、 利用し 、 水と 親し む川づく

り を 進めています。
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工事後の写真

工事後工事後

工事前工事前

富山県のダム事業位置図

工事中の写真

　 事前放流は、 計画規模を 上回る 洪水が想定さ れた場合、 事前の放流により

洪水調節のための容量を さ ら に確保し 、 ダム下流の洪水被害の防止・ 軽減を

目的と し て行われる操作です。

　 富山県土木部が管理する 1 6 箇所のダムにおいても 事前放流の運用を 進め

ています。

■ダムの事前放流

洪水前

事前の
放流

流入

洪水調節容量

利水容量 等

事前の放流により 洪水調節

のための容量をさ ら に確保

洪水中

放流

流入

洪水調節容量

＋確保し た容量

事前の放流により 確保し た

　 容量も 用いて洪水調節

流域治水プ ロ ジ ェ ク ト 【 イメ ージ図】

山間部
のダム

山間部
のダム

平野部の
開発エリ ア

　 平成2 0 年７ 月2 8 日に南砺市で集中豪雨が発

生し ま し た。 こ の時、 小矢部川水系山田川の城

端ダムでは時間雨量1 1 2 mmを 記録し ま し たが、

ダ ム 地 点 に お い て

1 6 0 ｍ ３ /sを 調節し

た結果、 下流の南砺

市是安地点において

水位を 約6 0 cm下げ

る効果があり まし た。
洪水時の城端ダム

ダムが無かっ たら 、堤防から

あふれ、山田川の洪水被害は

拡大し ていまし た。

：  ダムが無かっ た場合の推定水位

：  洪水時の水位（ 堤防天端よ り 20cm下方）

約6 0 cm

洪水調節の事例

　 気候変動によ る 水災害リ スク の増

大に備える ためには、 こ れまでの河

川管理者等の取組だけでなく 、 流域

に関わる関係者が、 主体的に治水に

取り 組む社会を 構築する 必要があり

ます。

　 河川・ 下水道管理者等による 治水

に加え、 あら ゆる 関係者（ 国・ 都道

府県・ 市町村・ 企業・ 住民等） によ

り 流域全体で行う 治水「 流域治水」

に転換する ため、 流域全体で早急に

実施すべき 対策の全体像と なる 「 流

域治水プロ ジェ ク ト 」を 策定し 、ハー

ド ・ ソ フ ト 一体の事前防災対策を 推

進し ます。

流域治水プロジェクト3

　 洪水や渇水の被害を 防ぎ、 総合的な水利用を図る ため、 河川総合開発事業

を 進めており 、 こ れまで県営1 6 ダム、 国土交通省１ ダムが完成し まし た。

　 ダムの効果には洪水調節、 流水の正常な機能の維持、 水道用水や消流雪用

水等の開発、 発電などがあり 、 様々な恵みを 私たち に与えてく れます。

ダムの効果4

と や ま の 土 木
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　 熊野川沿川地域を洪水被害から 守るため、未利用と なっていた水道容量を 洪

水調節容量等に振り 替えるダムの再開発を行いまし た。（ 平成2 5 年完成）

　 ３ 門ある ダムの放流口を 2 .9 m 下方に付け替える こ と によ り 、 洪水調節機

能が向上し まし た。

■熊野川ダム（ 富山市）
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富山湾の海底地形

ボラ ン ティ アによ る海岸清掃

海岸侵食対策事業を
進めている富山海岸（ 富山市）

寄り 回り 波（ 滑川市）

※「 寄り 回り 波」 と は、 日本海の北部から 富山湾にやっ てきたう ねり が海岸近く で大きく なり 、 沿岸

　 各地に被害を与える高波のこ と で、 主に、 射水・ 滑川・ 入善などの各海岸で発生し ます。

　 護岸、 離岸堤、 人工海浜などの海岸保全施設

を 面的な広がり を も っ て適切に配置し 、 それら

の複合機能により 背後地を 防護する 施設整備方

式です。

　 海辺の環境や景観に配慮し 、 水面下に捨石な

どによ っ て、 人工の浅瀬を つく り 、 海岸侵食を

防止する 施設です。

面的防護方式

人工リ ーフ

施工前 施工後

　 富山湾は、 能登半島と 広大な扇状地平野に縁取ら れた日本海側最大の湾であり 、 富山湾越し に望む立山連峰は世界に誇る絶景と 呼

ばれ、 多く の方々に親し まれています。

　 し かし 一方では、富山湾特有の地形が原因と なっ て「 寄り 回り 波」 などの高波が頻繁に発生する こ と から 、侵食が著し い海岸と なっ

ています。

　 富山県の海岸は、 西部の能登半島から 東に向かっ て南に大き く 湾曲し て富山湾を

形成し ており 、 その延長は1 4 7 .4 km です。 海底の複雑な地形と 富山湾特有の「 寄

り 回り 波」※や冬季風浪等の海象条件があいまっ て、 過去幾度と なく 大災害が発生し 、

県民の生活や財産を 脅かし てき まし た。

海岸保全対策の推進2

海岸の概要1

　 こ れまで地域住民や海岸管理者等により 、海岸漂着物の回収・

処理などの取組みが実施さ れ、 一定の成果が得ら れていると こ

ろ です。

　 更に、 こ れら の取組みを 一層推進するため、 県では、 令和３

年３ 月に「 富山県海岸漂着物対策推進地域計画」 を 改定し 、 今

後も 、 関係機関等と 一体と なっ て「 美し く 豊かで、 県民が安全

に気持ち よ く 利用でき る 海岸」 の実現に取り 組んでいく こ と と

し ています。

海岸漂着物対策3

と や ま の 土 木
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　 波浪による被害から 県土を保全し 、

県民の生命、財産を守るため、富山海

岸や宮崎海岸などでは面的防護方式

により 護岸、離岸堤、人工リーフ などの

海岸保全施設の整備を進めています。

■整備状況

　 県ではこ れまで、 寄り 回り 波など

による 甚大な被害を 度々受けてき た

こ と から 、 高波対策を中心に施設の

整備を 進めてき たと こ ろ ですが、 引

き 続き 災害に強く 強靱な県土づく り

を 推進する ため、 東日本大震災を教

訓と し て、 地震・ 津波対策も 含めた

施設整備に取り 組んでいく こ と と し

ています。

　 また、 一部の海岸堤防や護岸は築

造後相当の年月が経過し ており 、 波

力等の影響によ る 損傷や経年変化な

ど、 機能低下の進行によ り 破堤等の

被害の発生が懸念さ れる こ と から 、

長寿命化計画に基づき 海岸保全施設

の機能の維持、 強化を図る こ と と し

ています。 　

■今後の整備方針

海岸の保全2
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　 南砺市利賀村上百瀬において、 平成2 9 年１ 月、 斜面崩壊を 伴う 土砂流出が発生し 、 家屋の全半壊や県道の通行止めなどの被害が

発生し まし た。

　 緊急災害対策と し てブロ ッ ク 堰堤を 施工し まし た。 また、 こ の斜面は、 県が平成1 9 年３ 月に土砂災害警戒区域に指定し 、 南砺市

がハザード マッ プを作成し 、 住民に周知を 図っ てき た場所です。 こ う し たこ と も あり 地域にお住いの方々の災害に対する危機意識が

高く 、 速やかな避難など適切に対応さ れたため人的被害が発生し ませんでし た。

そやま だ し たに

南砺市 祖山出谷砂防堰堤の整備 （ 平成2 0 年～2 6 年）

　 平成2 0 年7 月豪雨による土石流で国道1 5 6

号が流出し 、 地域の物流、 観光に多大な影響

（ 約4 1 日間通行止） を 与えたこ と から 、 国

道の山側に新たな砂防堰堤を 整備し 、平成2 6

年1 2 月に完成し まし た。

　 平成2 9 年８ 月の豪雨によ り 再び土石流が

発生し まし たが、 堰堤によ り 捕捉さ れ、 国道

上の円滑な交通は確保さ れまし た。

　 その後、 除石を 行い、 土石流を捕捉する容

量を 確保し まし た。

国道1 5 6 号国道1 5 6 号

交通ネット ワーク を 保全し 、物流・ 観光を守る

被災（ 平成2 0 年７ 月）　 土石流捕捉（ 平成2 9 年８ 月）

除石実施（ 平成3 0 年６ 月）

（ PC版へのアク セスはP. 3 5 参照）

■南砺市利賀村上百瀬地内における土砂災害

施工前 施工後

ス マ ート フ ォ ン 版 画 面

■スマート フ ォ ン版  h ttp s : //w w w . s a b o . p re f. to y a m a . l g . j p /s p /

雨量メッ シュ 危険度状況図 土砂災害地図情報

　 富山県は、 急峻な山岳地帯や急流河川などの険し い地形条件によ り 、 土石流や地すべり 、 がけ崩れなどの土砂災害が発生する恐れ

がある 危険箇所が数多く あり 、 昔から こ う し た災害と の闘いが繰り 返さ れてき まし た。

　 私たちは、 こ のよ う な地形が持つ危険から 、 県民の生命と 財産を 守り 、 豊かで美し い県土を 保全し ています。

　 富山県では、 ①土砂災害防止法に基づく 土砂災害警戒区域4 ,8 8 6 箇所（ う ち特別警戒区域3 ,6 5 2 箇所） の指定、 ②市町村と 協力し

たハザード マッ プの配布、 ③富山地方気象台と 共同での土砂災害警戒情報の発表等のソ フ ト 対策と 、 土砂災害警戒区域のう ち 人家５

戸以上等ある 重要整備区域1 ,6 2 4 箇所を 対象にハード 対策を 進めています。

土砂災害対策の推進3

土砂災害の防止1

インフラ 施設のスト ック 効果（ 砂防堰堤が地域の物流・ 観光を守る！）3

と や ま の 土 木

Ⅳ 

安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
づ
く
り

　 スマート フ ォ ン 版のサイ ト では、 PC版と ほぼ同様の情

報が閲覧でき る こ と に加え、 位置情報機能により 、 自分が

現在いる場所の雨量状況や土砂災害の危険度などを リ アル

タ イ ムで確認する こ と ができ ます。

　 また、地図情報では、土砂災害警戒区域等が確認でき ます。

普段よ り 、 住んでいる 地域がどのよ う な土砂災害の危険が

ある かを把握する 際にも 役立てて下さ い。

■土砂災害警戒情報支援システム

　（ スマート フ ォ ン版）

ソフト 対策の充実2

2 4

https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/sp/


　２０１１年に発生した東日本大震災は、 地震・ 大津波により、 未曽有の被害をも たらしました。 地震などの大規模な自然災害は発生そのも

のを防ぐこと ができないこと から 、 被害を最小限に食い止める「 減災」 の考え方が重要と なります。 そこで、 県では、 公共土木施設の耐

震化などのハード 整備や住宅の耐震化支援に引き続き取り 組むとともに、 津波避難の意識啓発等のソフト 対策も 行っています。

　 県では、「 津波防災地域づく りに関する法律」 に基づいて実施し た津波シミュレーショ ン調査結果を

踏まえ、 平成3 0 年３ 月に津波災害警戒区域を指定し まし た。 こ れにより、 市町においては、 地域防災

計画の拡充や津波ハザード マッ プが作成さ れたほか、 病院や高齢者福祉施設等では、 避難確保計画の

作成や避難訓練の実施が必要になるなど、 各自治体の警戒避難体制の整備が加速さ れます。

※指定に関する詳細は、 県河川課のホームページをご覧く ださ い。

既設道路標識柱への

海抜等の表示

木造住宅の耐震改修工事

津波ハザード マッ プ

（ 氷見市）

伏木富山港（ 新湊地区） 北１ 号岸壁

〈 津波災害警戒区域の指定〉

細島橋（ 国道1 5 6 号）

施工後

橋桁の
落下防止

施工前

橋脚補強
（ コ ンクリ ート によ る巻立て）

地震・ 津波対策の充実4

と や ま の 土 木
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　 大規模地震等により 、橋梁が大きな損傷を 受けた場合、通行止め等が発生し 、県民

生活に多大な影響を与えること と なり ます。こう し たことを 防ぎ、安全で信頼性の高い

道路ネット ワーク を 確保するため、落橋・ 倒壊の防止対策に加え、路面に大きな段差

が生じ ないよう 、橋脚や支承の補強などを行い、橋梁の耐震化を推進しています。  

■橋梁の耐震化の推進

　 市町では、 浸水情報や防災情報を 掲載し た津波ハザード マッ プを 住民に広く 提供

するこ と で、 ソ フ ト 面での防災対策の充実を 図り 、 住民の自衛力の向上や被害の軽

減を図る こ と と し ています。

■津波ハザード マッ プ

　 県民の防災意識を 高め、 津波発生時の避難に役立てる ため、 県管理道路上の既設の道路案内標識柱等に、 海

抜及び海岸から の距離を表示し たシート を設置し ています。

■海抜表示の実施

　 地震によ り 河川堤防等の河川管理施設およ び海岸保全施設が著し い損傷を 受けた場合、 浸水被害が発生する など、 県民生活に大き

な影響を 及ぼすおそれがある こ と から 、 所要の耐震性を 有し ていない区間について、 対策工の検討を 進めていき ます。

■河川管理施設、 海岸保全施設

　 伏木富山港（ 新湊地区） 国際物流タ ーミ ナルでは、 北１ 号岸壁（ Ｌ = 2 8 0 ｍ） が耐震強

化岸壁と し て平成1 4 年に供用開始し ており 、 富山県地域防災計画においても 海上輸送拠

点施設と し て位置づけら れています。

　 また、 伏木富山港（ 富山地区） における耐震強化岸壁の整備など、 災害時における 緊急

物資輸送の確保を 図る ため、 岸壁・ 橋梁等の港湾施設の耐震化を 推進し ています。

■港湾施設

公共土木施設の耐震化1

津波避難の意識啓発3

　 支援制度を 設け、 住宅等の耐震化の促進に取組んでいます。

• 木造住宅耐震診断支援事業【 自己負担額： 2 千円～6 千円】

• 木造住宅耐震改修支援事業【 工事費 補助率：4 ／5（ 上限1 0 0 万円）】

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　【 設計費 補助率：2 ／3（ 上限 2 0 万円）】

• 危険コ ン ク リ ート ブロッ ク 塀等除却支援事業

   【 補助率：２／３(上限1 0 万円 除却後設置の場合は上限1 5 万円)】

■木造住宅等の耐震化

　 災害時の活用等の協定を 締結する、民間の

耐震診断義務付け大規模建築物の改修費用へ

の補助制度を設け、耐震化に取り 組んでいます。

【 補助率： 改修費用の4 4 .8 ％

（ 令和７ 年度までの時限措置で嵩上げ）】

■大規模建築物の耐震化

住宅・ 建築物の耐震化2

　 地震等の発生によ り 、 砂防関連

施設に著し い損傷があ っ た 場合、

人命・ 家屋等への災害防止機能が

失われる 恐れがあり ます。 そのた

め、 平成2 3 年度よ り 、 耐震調査

を 実施し ており 、 対策工を 進めて

います。

　 下水道施設は都市の基幹施設であり 、

震災によ っ てその機能が麻痺し た場合、

市民生活に大き な影響を 及ぼし ます。

こ のため処理場については、 個々の施

設において構造面の耐震化を 図り 、 マ

ン ホールや管き ょ については、 浮上防

止対策を 進めています。

■砂防施設 ■下水道施設 企業 病院

住民

消防署 官公庁

公共交通

被害発生

水道水源の汚染

都市機能がマヒ

ト イレが使えない
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昭和5 5 年度

令和 ５ 年度

伸 　 　 　 び

2 ,0 6 5 . 9

2 , 3 2 0 . 0

2 5 4 . 1

除雪延長
（ km）

除雪率
（ ％）

歩道除雪
延長（ km）

消雪パイ プ
（ km）

スノ ーシェッド
（ km）

雪崩防止柵・ 壁
（ km）

流雪溝
（ km）

県保有除雪
機械（ 台）

8 6 . 9

9 3 . 3

6 . 4

4 1 . 0

1 , 1 1 0 . 5

1 , 0 6 9 . 5

9 2 . 8

7 4 0 . 6

6 4 7 . 8

5 . 8

1 3 . 7

7 . 9

4 . 2

1 9 . 3

1 5 . 1

4 1 . 7

7 4 . 5

3 2 . 8

1 2 5

4 9 0

3 6 5

5

1 7 6

1 7 1

0

4 3

4 3

う ち 歩道除雪機械 う ち凍結抑止剤散布車

※雪崩対策施設：

　 道路を雪崩から まも るために、 道路脇の斜面に設けら れた設備です。

※堆雪帯： 道路の路肩を広く し 、 除雪し た雪を堆雪し ておく ための場所です。

消雪施設の整備

熟練講師による指導（ 砺波市）

　 除雪機械を運転するオペレ ータ ーの高齢化によ り 、 今後の安

定的な除雪体制の維持に向けてオペレ ータ ーの育成が課題と

なっ ています。

　 こ のため、 県では平成2 2 年度から オペレ ータ ーの育成と 技

能向上を 図る こ と を 目的に、「 除雪オペレ ータ ー実地研修」 を

実施し ています。

　 ま た、 平成2 7 年度から 除雪作業に必要な大型特殊免許の取

得費用等を 補助する 「 富山県除雪オペレ ータ ー育成支援事業」

を 実施し ています。

雪崩対策施設

　 富山県では「 5 6 豪雪」 の厳し い経験を 契機に、 雪を克服するこ と 、 さ ら に雪を活用するこ と に、 本格的に取り 組み始めまし た。

　 私たちは、 降積雪時においても 、 県民生活に支障がなく 、 産業経済活動が円滑に進めら れる よ う 雪に強いまちづく り を進めます。

雪に強いまちづく り5

安全で快適な歩行空間の確保1
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　 道路の雪対策については数値で表さ れる も ののほか、 除雪の出動基準の見直し 、 水はね対策や路面情報の提供など、 内容面も 充実

し てき ており 、 5 6 豪雪時（ 約4 0 年前） と 比べ大き く 進展し ています。

■5 6 豪雪時と 令和５年度の雪対策の比較

歩行空間の確保

　 通園・ 通学路など歩行者の多い歩道においても 快適な歩行者

空間を 確保する ための除雪を進めています。

　 また、 地域の除雪ボラ ン ティ ア団体への歩道除雪機械の貸出

し や、「 雪と 汗のひと かき 運動」 など 歩道等において県民の皆

さ んと の協働によ る除雪も 実施し ています。 　

消雪施設の整備等3

　 冬期交通の確保のため、 道路幅の狭い区間への堆雪帯※の設

置や人家が連たんし ている ため堆雪スペースが確保でき ない区

間等における 消雪施設の整備、 また古く なっ た消雪施設の更新

を 行う と と も に、 国、 県、 市町村が連携し 、 県下全域の道路の

除排雪を進めています。

除雪機械のオペレータ ー確保等に関する取組み2

　 短期的・ 局地的な大雪が発生し た場合など、 雪崩等によ り 集

落の孤立が懸念さ れるこ と から 、 道路の安全な通行を 確保する

ため、 雪崩対策施設※などの整備を 進めています。 　 　

雪崩防止対策の推進4

2 6



公共水域における不法係留船対策の推進

鋼橋の防食機能維持 港湾岸壁の防食機能維持

ト ンネル点検 橋梁点検

現状 約4 5 ％ 30年後 約9 2 ％

［ Ｒ６ . ４ 現在］

30年後 10 0 ％現状 約2 9 ％

港湾の岸壁

現状 約3 9 ％ 30年後 約9 3 ％橋梁（ 15ｍ以上）

ト ン ネ ル

建設後5 0 年経過する公共土木施設の推移

【 定期的な点検】

【 対 策 工 事】

個別施設毎の長寿命化計画等策定状況【 策定済】

メ ンテナンスサイ ク ル

５ 年
１ サイクル

定期的な点検

計画策定事後評価

対策工事

H2 3 . 2 　 橋梁（ R5 . 3 見直し ）

H2 5 . 9 　 都市公園（ R1 . 1 2 変更)

H2 7 . 2 　 河川管理施設（ 水門等）（ R6 . 3 見直し ）

H2 8 . 3 　 港湾施設

H2 9 . 3 　 ト ン ネル（ R4 . 1 2 見直し ）

H2 9 . 3 　 道路付属物（ R4 . 1 2 見直し ）

H3 0 . 3 　 砂防設備、 下水道スト ッ ク マネジメ ント 計画

R 1  . 6 　 地すべり 防止施設、 急傾斜地崩壊防止施設、

　 　 　 　 ダム施設、 海岸保全施設

架設年次別橋梁数（ 15ｍ以上）

現状

19
30

194
0

19
50

19
60

197
0

19
80

19
90

200
0

20
10

20
20

橋
梁
数

10

0

20

30

40

3 0 年後

橋梁の再塗装

さ びを 確実に除去し 、 耐

久性に優れた塗料を 使用

公共土木施設の計画的・ 効率的な維持管理の推進6

公共土木施設の長寿命化の観点に立った計画的な維持管理・ 更新の推進1

　 公共水域における不法係留船は、 違法に設

置さ れる杭や桟橋によ る 公共物の破損、 違法

駐車や騒音によ る 住民等と のト ラ ブル、 美し

い景観の破壊等、 様々な問題発生の要因と

なっ ています。 こ う し たこ と から 、 不法係留

船の重点的撤去区域を 設定し て規制強化に取

り 組むなど対策を 進めています。

2

と や ま の 土 木

Ⅳ 

安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
づ
く
り

　 県が管理する橋梁などの公共土木施設は、戦後の高度経済成長期以降

に整備さ れたも のが多く 、今後は高齢化し た公共土木施設の急速な増加

に直面します。高齢化し た施設の割合が増大し ていく と 、重大な事故や致

命的な損傷などの発生するリスクが高まること が懸念さ れます。

■公共土木施設の老朽化の現状

　 従来の損傷が発生し た後に対応する 「 対症療法型管理」 から 、 致命

的欠陥が発生する 前に措置する 「 予防保全型管理」 に転換する こ と に

よ り 、 致命的な損傷を事前に防止する と と も に、 施設の寿命を 延ばし

ラ イ フ サイ ク ルコ スト の低減と 予算の平準化を 図る長寿命化対策を 進

めています。

　 こ れまでの長寿命化計画（ 個別施設計画） の策定状況は以下のと お

り です。

■「 対症療法型管理」から「 予防保全型管理」への転換

　 今後は、 策定し た長寿命化計画等に基づき 、 定期的な点検や対策工

事を行う と と も に、 その結果を 踏まえ、 修繕の優先度などを適宜見直

し 、 計画にフ ィ ード バッ ク し ていく こ と と し ています。

■長寿命化計画等に基づく 計画的な維持管理等

　 公共土木施設の長寿命化の観点に立ち 、 計画的・ 効率的な維持管理や更新を推進し 、 社会の重要な機能が致命的な障害を 受けず維

持さ れる よ う 県土の強靭化を 図り ます。

不法係留の状況 対策後（ 内川）

電気防食

腐食し やすい環境にある

鋼矢板式岸壁のさ びの発

生を抑制

2 7



　 住宅の耐震化、 バリアフリ ー化、 省エネ改修工事など、 一定の条件を 満たし たリ フォ ーム工事や、 子育て世帯や県外から の定住世帯

向けの住宅の新築・ 購入・ リ フォームに対して15 年固定金利の融資及び利子補給を行っています。

　 木造住宅の耐震診断・ 耐震改修設計・ 耐震改修工事や危険なコ ン ク リ ート ブ ロ ッ ク 塀の除却等の支援制度を 設けている ほか、（ 公

社） 富山県建築士会の家具転倒防止活動を 助成する 等、 住宅の耐震化の促進に多角的に取り 組んでいます。

耐久性等に優れた長期優良住宅

■住みよい家づく り 資金融資制度

■木造住宅等の耐震化

　 既存住宅(空き 家を 含む)の省エネ改修を 支援する と と も に、 目指すべ

き 省エネ住宅「 富山型ウェ ルビ ーイ ング住宅（ 仮称） 」 の性能水準を 設

定し 普及を 図る こ と で、 住宅の省エネルギー化を 促進し ます。

■住宅の省エネルギー化

　 長期にわたり 良好な状態で使用する ための措置が講じ ら れた住宅や、

断熱構造や設備が一定の省エネ基準を満たす建築物の認定を 通じ て、 よ

り 高品質の住宅の普及を 促進し ています。

■長期優良住宅認定制度及び低炭素建築物認定制度

　 公営住宅法に基づき 、 住宅に困窮する 低額所得者に対し 、 県

営住宅を低廉な家賃で供給し ています。

１ . 県営住宅の供給

　 県民から の住宅に関する様々なト ラブルについての相談に対応するため、建築関係団体と 連携し て「 とやま住宅相談所」を運営しています。

３ . 安全・ 安心に暮ら すための住宅相談体制

　 高齢者が安心し て暮ら せるよう  「 専門家による見守り サービ ス」

などを提供する賃貸住宅の供給を 促進し ています。

２ . サービス付き 高齢者向け住宅の供給促進

　 富山県は持ち 家率、 床面積、 畳数など、 全国ト ッ プク ラ スの居住水準にあり ます。 こ れから の住宅整備については、 住宅そのも の

の水準の向上はも ちろ ん、 多様なニーズに対応し た住環境整備や周辺と 一体と なっ て良好なまち なみを形成するよ う に誘導し ていく

必要があり ます。

安全・ 安心で豊かな住環境づく り7
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地域の特性に応じ た良質で快適な住環境整備3

　 人口減少社会の到来によ り 、 空き 家が増加する こ と で発生する景観・ 環境・ 防犯上の諸問題に対応する ため、 空き 家対策官民連絡

協議会等を 通じ て市町村や民間団体などのニーズや意見を 聞き ながら 、 財政的支援や技術的助言等に努めています。

住宅市場の環境整備と 住宅セーフ ティ ネット の充実2

　 暮ら し 方にあっ た住宅を 安心し て取得・ 改修でき る よう 、 住宅市場の環境整備を図る と と も に、 全ての人が安心し て暮ら すこ と が

でき る 住宅セーフ ティ ネッ ト の充実を図っ ています。

住宅の耐震化、 バリ アフリ ー化、 省エネルギー化等の促進1

　 住宅の耐震化やバリ アフ リ ー化、 省エネルギー化を 推進する など、 多様な居住ニーズに対応し た住まいづく り を 促進し ています。

7 8  

6 2  

7 8  

6 2  

8 0  

6 0  

7 9  

6 1  

7 7  

6 1  

7 9  

6 2  

住宅持ち家比率

2 0  

4 0  

6 0  

8 0  

1 0 0  

1 5 0

9 3

1 4 4

9 2

1 4 9  

9 2  

1 5 2  

9 2  

1 5 2  

9 0  

1 5 0  

8 8  

1 住宅当たり 延べ床面積（ 専用住宅）

3 0  

6 0  

9 0  

1 2 0  

1 5 0  

1 8 0  

H7  H1 2  H1 7  H2 2  H2 7  R2 H5 H1 0  H1 5  H2 0  H2 5  H3 0
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多目的ト イ レ
（ 海王丸パーク ）

スロープ

富山県防災危機管理センタ ー

県産材木材壁面ルーバー
（ 富山県議会議事堂）

高志の国文学館
（ 全建賞、中部建築賞、JIA優秀建築賞を受賞）

アルミ スパンド レルによる外壁
（ 富山県美術館）

　 公共建築物は、 街並み等の中で大き な比重を 占める も

のが多いこ と から 、 公共事業の景観づく り 指針に基づき 、

地域の景観や歴史的重要性などに配慮し た施設整備に努

めています。

県立学校の長寿命化改修工事を行っています。

　 県立学校の多く は昭和4 0 ～5 0 年代に建

設さ れており 、 計画的な老朽化対策や教育

環境の質的改善・ 機能向上が必要です。 そ

のため、 令和２ 年度から 、 県立学校の長寿

命化改修工事を 実施し ています。

　 令和５ 年度は、 滑川高校、 富山いずみ高

校、 砺波工業高校の長寿命化改修工事を 行

いまし た。 滑川高校職員室（ 着工前） 滑川高校職員室（ 完成）

ト ピッ ク ス

風景になじ む3

　 公共建築物には、 地場産業の復興、 地球温暖化対策などの先導的な

役割が期待さ れており 、 県産材を 含めた木材リ サイ ク ル製品の利用の

ほか、 省エネや自然エネルギーの活用など、 先駆的な工夫を し ていま

す。

地域にやさしく 、 地球にやさしく4

県有建築物の整備・ 保全8

と や ま の 土 木

Ⅳ 

安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
づ
く
り

誰も が使いやすく1

　 公共建築物には、 必要と さ れる本来の機能のほか、 すべての人に優し く 、 使用に

不便がないこ と が求めら れており 、 バリ アフ リ ーやユニバーサルデザイ ン に配慮し

た施設づく り を 行っ ています。

より 安全に2

　 公共建築物は、 多く の人が利用し 、 災害

時には復旧等の拠点と なるこ と から 、 定期

点検のほか、 雪に強く 、 耐震性を 備えた設

計によ り 、 施設の機能保全や安全確保を

図っ ています。

　 少子高齢化や地球温暖化などに対応し た、 人や地球にやさ し い施設づく り が不可欠と なっ ています。

　 また、通常の使用に加えて、災害時の施設の安全性の確保が強く 求めら れています。機能的でう るおいがあり 、安全で安心し て使える 、

質の高い建築物の整備や保全を 進めていき ます。
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